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の検挙率に関して，警察官の資質・能力が優れているこ

とと共に，日本人が権威に対して従順でありお上」に

服従する伝統的な傾向があるため 犯罪者に対して寛大

ではなく，社会秩序を維持するためには進んで警察に協

力することがある，と考えられてきた (Vogel著広中・

木本訳， 1979)。日本の警察の活動を制約するものはほ

とんどなく，逮捕は即有罪を意味し，容疑者に権利はな

い，とも言われていたのである (Etzioni著 永安監訳，

2001)。

さらに Sen(徳永・松本ら訳， 2002)は，日本では

ルールに基づく行動の遵守が，経済的な事柄や，社会的

行為の分野において見られる，とし，そのために，日本

と同じように裕福な国と比較して 街でごみが少なく，

訴訟が稀であり，弁護士の数が極端に少なく，犯罪率が

低い，と述べている。

このような日本に対する見方は，ごく最近，およそ

1980年代から， 90年代の初め頃まで，国内外に広まっ

ていた。しかしその後 それらをまったく覆す社会現象

や人々の意識が，きわめて多くの面で問題になって，今

日に至っている。

筆者ら(中塚・小川ら 2000)は 民主主義制度が含

む本質的な欠陥が， 日本人の精神的な変化，すなわち自

己肥大と他己萎縮を進行させてきたことを考察している。

自己肥大と他己萎縮が起きた親が 自身の生活態度や価

値観に基づいて子どもを育てるのであるから，世代がく

だるに連れて，そうした傾向は必然的に強まると考えら

れる。この点には 前田 (2003) もふれている。

それにしても， 80年代から 90年代初頭に至るまで語

られてきた日本人像と，今日の実態とのギャップには，

はなはだしいものがある。日本における規範性の喪失傾

向は，世界に例がないほど急加速しているのである。

では，この現状に至るまでに 日本人の規範意識や倫

理観は，どのような歴史的変遷をたどってきたか。それ

らは，現代に見られる自己肥大・他己萎縮にどうつながっ

たか。本章ではこれらの点を検討する。

(2) 川島 (1967)に見る日本人の法意識

検討の手がかりとして 日本人の法意識を深く掘り下

げ，その問題についての活発な議論の出発点となった(法

意識国際比較研究会， 2001;大木 1983) として評価

されている，川島 (1967)による考察を取り上げる。

川島が重視するのは 伝統的に日本人には「権利」の

観念が欠けているということである。日本人の法意識に

おいて支配的であったのは 「権利本位」ではなくて「義

務本位」の考え方であり，しかもその義務は非確定的で，

非限定的であるということが 日本人の伝統的な規範意

識において重要であった，と述べられている。川島は，

とのような日本的義務の非確定性・非限定性は，決して

法意識のみに特有な現象ではなく 日本人の伝統的な思

考様式に共通する一般的な特質であるとして， 日本語に

そのことが現れている，としている。

すなわち， 日本語は，明確に限界づけられた意味内容

を伝達するのではなく，伝達しようとする内容の中の中

心的な部分を表明することばを用いることで，それに伴

う他の種々の意味内容がそのことばによって示唆される。

そして，伝達される意味内容の周辺は不確実なものとな

り，受け手によって変化し得る，等と川島は述べる。

この結果， 日本人は，個人相互間の社会規範について，

その内容の中心的部分は比較的明確に意識しつつも，周

辺部分については多かれ少なかれ不明確で不確定な内容

を意識する。こうしたことによって 日本人は伝統的に

法律が規定する内容について それが不確定的であるこ

とを意識し，また，法律の規定の規範性.そのものにも，

不確定性があることを意識する というのが川島の考え

である。

(3) 法意識の基礎としての「和の精神J

続いて川島 (1967)による考察を見ていく。川島は，

戦前から昭和40年頃までの 訴訟や弁護士の数などの

データに基づいて 次のように述べている。

伝統的な日本の法意識においては，権利・義務は，あ

るような・ないようなものとして意識されており，それ

が明確にされることは好まれない。しかし，西洋の法思

想に基づいて構築された裁判制度は 紛争事実を明確に

して，それにより当事者の権利義務を明確かつ確定的に

することを目指している。したがって， こうした裁判で

の解決は， 日本的な人間関係とは異質なもので，権利義

務が不明確・不確定であったことによって保たれていた，

当事者間の友好的で 協同体的な関係を破壊することに

なってしまう。このようなことから， 日本人の心には，

訴訟を忌避する態度が深く沈着しており，その結果，訴

訟・弁護士の数が少なくなることが生じるのである。

また，紛争が民事訴訟に持ち込まれると，その段階で

の解決法として，和解の手続がとられることが日本では

多い。和解が好まれるのも，やはり権利義務の関係を確

定することを嫌うという， 日本人の法意識に基づいてい

ると，川島は述べている。

そして，和解が容易に行われるという事実から，川島

の考察は，民事訴訟解決の制度として，調停が定められ

ていることに及ぶ。明治以来おこなわれた調停でも，や

はり日本的な法意識の下で はっきりと争いに決着をつ

けることより，あくまで問題を丸く納めることに主眼が-

おかれていた。

さらに川島が注目するのは，昭和の初期，軍国主義体

制を強化するために，政府が国民に「和の精神」を徹底

させようとし，それが伝統的な法意識と結び付けられて，

' 
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調停でもその考え方が強調されたことである。

この時期に叫ばれた「和の精神」は，川島の説明によ

ると，社会集団の構成員である個人が，相互に区別され

ず，ぼんやり漠然と一体をなしてとけあうことを意味し

ている。そして，それがまさに日本的な社会関係の不確

定性・非固定性の意識にほかならず伝統的な社会意識

ないし法意識の正確な理解であり表現である，というこ

とである。

このような「和の精神Jの解釈に基づき，調停におい

ても，善悪，黒白，権利義務を明らかにすることはほと

んど(あるいはまったく)行われなかった。これでは，善

がないがしろにされて悪が尊重される危険性が，いつで

も存在している。しかし そういう解決に至ったとして

も，それもまた「和Jであるとして容認されたのである。

戦後になり，昭和 26年に，新たな民事調停法が制定

されるのであるが，川島は和の精神Jを重んじ，黒白

を明らかにしない旧来の調停理念はほとんど変化しな

かった，と述べている。

(4) 自己・他己双対理論による「和の精神」の理解

川島 (1967)によると，日本人には伝統的に，法律を

かなりあいまいに，しかも時に応じて自分に都合良く解

釈する傾向が強い。そしてその際に，聖徳太子以来， 日

本における規範意識の根底をなしてきた「和の精神」が

語られることが多かったのである。

「和の精神」について十七条憲法Jの第 1条には，

次のように書かれている。
いわ とうと さから

「ーに日く，和をもって貴しとし，件うことなきを
むね たむら さと

宗とせよ。人みな党あり。また達れる者少なし。こ

こをもって，あるいは君父に順わず。また隣里に違
かみやわら しもむつ あげつら

う。しかれども，上和ぎ，下睦びて，事を，論うに

諾うときは.事理おのずから通ず。何事か成らざら

んJ(中村， 1983)。

ここで説かれたことは川島(1967)の説明にあった

ようなぼんやり漠然と一体をなしてとけあう」ことで

あると理解するのが適当であろうか。改めて確認してお

きたいのは，条文の最後に「事理おのずから通ず」と書

かれていることである。『広辞苑』によると事理Jに

は2つの意味があり 1つめには「物事の筋道。事柄と

その道理j とされる。もう 1つは仏教語としてのもので，

その場合は「事すなわち相対・差別の現象と，理すなわ

ち絶対・平等の真理Jという意味になる。「十七条憲法J

の第 2条で，仏教を信仰することを説いた聖徳太子は，

仏教語としての意味を「事理Jという言葉に込めたと考

えるのが自然である。したがって 善悪や黒白をつけな

いことこそ「和j であるというような，戦前だけでなく

iliUをにおいてすら-般的であ た1Jlえ }jは，州、ilなIIli向f(

と[Iわざるを作ない。

その「十七条憲法Jの第2条には，次のようにある。
あっ さんぼう

「二に日く，篤く三宝を敬え。三宝とは仏と法と僧な
しょうよりどころ おおむね

り。すなわち四生の終帰 万国の極宗なり。いずれ

の世，いずれの人か，この法を貴ばざらん。人，は
あ

なはだ悪しきもの少なし。よく教うるをもて従う。
よ まが

それ三宝に帰りまつらずば 何をもってか柾れるを

直さんJ(中村， 1983)。

第 1条と第2条を合わせて読むと明らかであるが和

をもって貴しとしJ，r上和ぎ，下陸びて，事を論うに諸

うときは，事理おのずから通ず」ことを可能にするため

に篤く三宝を敬うJことを聖徳太子は大前提にしてい

た。「其れ三宝に帰りまつらずば」 すなわち仏の教えと

いう絶対の真理に依らなければ「何をもってか柾れるを

直さん」ということなのである。「人みな党あり。また達

れる者少なしJだからである。ここには，人間はあくま

でも相対的で，有限な存在であるとする自覚と反省が見

られる。この考え方は 人間の正義と自由とは，神と聖

書の教えという絶対的な規範の下にあるとするアメリカ

の姿勢と共通している。

「和」の字義を『大漢語林~ (大修館書庖刊)から抜粋

して引用すると，次のようになる。

(一)①やわらぐ。また，やわらげる。

(ア)やわらかである。やわらかになる。

(イ)なごむ。おだやか。おだやかになる。

(ウ)仲よくなる。仲ょくする。

②やわらぎ。

③仲なおり。

④かなう。ととのう。またかなえる。ととのえる。

⑤こたえる。応じる。

⑥あわす。まぜあわす。あえる。

(て)⑦こたえる。応じる。声や調子を合わせる。

②ととのう。また ととのえる。調和する。

(宇解)口十禾。音符の禾(クワ)は曾(クワイ)に通

じて，あうの意味。人の声と声とがあう，なご

むの意味を表す。

これらを見ても，やはり「ぼんやり漠然と一体をなし

てとけあうJといった解釈は行き過ぎで，誤りであると

言える。封建主義や 軍国主義を維持するために「和の

精神」は利用されたのであり， しかもそれが戦後もその

まま引き継がれて，今日に至っても何ら正されてはいな

し ~o

ここで和の精神」の心理学的な意味を，中塚 (1994)

の「人間精神の心理学モデルJ (表い図 1)によって考

える。

(也 (i-と11jl1'1くし.他行に (ii)せようとするωU.立l識

しベルの)釘lfEにある「ごころ j の他己モーメント. I !(L~ 
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表1 精神の弁証法的二重'性と心理機能(中塚， 1994) 

自己の 他己の
固有な機能

モーメント モーメント

自我 人格 統合性・目的性・一貫性

認知 そ目三子 三日百耳 知能，知識の創造と蓄積

感覚 運動 技能，外界への適応行動

情動 感情 通心，内界の心的な処理

個人的 集合的 遺伝形質と生の衝動

無意識 無意識 人類が共有する無垢なもの

4. 自我・人格
たましい
徳性

1.情動・感情
こころ
情性

語
、
リ

言
J

ま
・

f

性
た
知
決

知
あ
認
∞

つd 2.感性(身性)
からだ
感覚・運動
(ふるまい)

図 1 精神機能領域の座標表示(中塚， 1994) 

情」の働きである。これは「人の心を感じるこころJ，す

なわち他者の心を推し量り，思いやって，それに自分の

心を添わせようとする「こころ」である。そして，相手

と心が調和したと実感できた時，自分の心も「なごみJ

「おだやかになるJ。それは， rこころ」のもう一方，自

己モーメントの働きである「情動」が，満たされ，安定

することである。

このように和」は 人間精神の基本である「ここ

ろJ(情動 感情)そのものに関する言葉と考えられる。

しかもこころ」の 2つの働きがまぜあわされ，調和し

て，おだやかになごんでいることを意味し，つまり「こ

ころ」が統合された状態を表すと言える。

この「和」に基づいて，実生活におけるさまざまな道

徳が実践される。この道徳，あるいは道徳性ということ

は，精神機能領域の最上部に位置する，自我一人格(た

ましい)によって担われる。

自己モーメントに属する自我は よりよい自己を意識

する心であり，自己の生き甲斐を追求し，実現していこ

うとする心である。一方，他己モーメントに属する人格

は，より社会的であろうと意識する心で，社会の要請・

期待に従おう，社会に貢献・奉仕しよう，社会関係を持

とう，などといった言葉で表せる心である。こうした心

の働きによって，人間は，人生の目的や意味，理想、を念

じつつ， 日々においては自分の立場や社会的要請に気を

配りながら，生活を営んでいる。

自我一人格は，下に位置する各精神機能領域の中でも，

特に情動-感情と密接不可分な関係をもっており，両機

能は統合されて，精神の「目的論的J側面を構成してい

る。この側面によって，人間は，生きる目的を設定し，

人生の幸福や生き甲斐を感じることができるのである。

また， この 2つの機能は，情動-感情(こころ)が基

礎にあり，その上に自我一人格(たましい)が形成され

るという関係にある。社会規範や，倫理や，道徳などを

考える際，もっとも中心的にそれを担うのは，他己モー

メントの人格機能である。人格機能が十分に働いている

人は人格者」と呼ばれる。人格者とは，道徳的にきわ

めて優れている人に対して与えられる呼び名でもあり，

法を尊重し，伝統を重んじ，世間の期待や要請に添って

行動する人を指す。ここで重要なのは，感情を欠いては

人格は発達しないということである。

感情は人の心を感じるこころjである。社会におけ

る人と人との関係の中で，同じ行動が，意識してであっ

ても無意識のうちにであっても 時間的経過の中で何度

も繰り返されるとき人は 「人の心を感じるこころ」の

働きで，その行動を期待するようになる。こうしたさま

ざまな行動が繰り返されるうちに，それらはやがて慣習

になり，伝統となり，不文法へと発展していき，必要な

場合には成文法とされることになる。

このように，人の心を感じて，つまり人の喜びを我が

喜びとし，人の悲しみを我が悲しみとして，慣習や伝統

や法に従って行動するとき 人は「人格者Jと呼ばれる

ようになるのである。「人の心を感じるこころ」を喪失

した人間が人格者となることは 決してあり得ない。こ

の「こころ」を欠いた規範や，倫理や，道徳というもの

はあり得ず和」に視点を戻せば本来「和Jのないと

ころに規範はなく 法も成立し得ないのである。

「和」という「ところJの統合つまり意識レベルの情

動と感情の統合が成るためには 実はそのさらに基礎で

ある無意識 crずいJ) のレベルでの自己と他己，個人的

無意識(煩悩蔵識)と集合的無意識(知来蔵識)の統合

がなされなければならない。しかし ここは無意識の領

域であるために，自己と他己を意識的な努力によって統

合させることは不可能である。意識してできるのは，無

意識における自他の統合を念じて その世界に沈潜しよ

うと努力することである。それを体系化したものが，種々

の宗教的修行にほかならない。仏教も，キリスト教も，

読経・写経・座禅・祈りなどの修行によって，無意識に

おける自他の統合に至ることを説く教えである。その境

地を，仏教では「解脱」や「悟り」と言い，キリスト教で

は，心の中に「神の御国Jを実現する，と言うのである。
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このような心理的メカニズムの説明は，自己・他己双

対理論と，人間精神の心理学モデルによるもの以外には

見当たらない。ただ人聞が 自身の相対性や有限性を

自覚し，その上で法・規範・倫理・道徳・自由・正義等

の問題を論じる時 根本的には宗教に行き着いていくと

いうのは，それらの問題が，人間精神の無意識の領域に

根ざしているからだと言える。

(5) 歴史に見る日本人の自己肥大傾向

聖徳太子が唱えた「和の精神Jは約千五百年にわたっ

て日本人の意識に存在し続けているが，その真意までが

正確に伝えられたとは言いがたい。

聖徳太子が活躍した飛鳥時代から，奈良時代，そして

平安時代の前期にかけては，仏教文化が非常に盛んとな

り，多くの寺社が建立されたり仏像が作られたりした。

また，空海や最澄が現れて教えを広め，天皇，貴族，朝

廷の役人から民衆のレベルに至るまで，人々の仏教に対

する信仰心は大変に篤かったと言える。この頃の日本は，

人々が，人間を超えた力を深く信じてそれに従順であろ

うとし，また国家や社会のために尽くそうとする気持ち

を共有していた「他己社会」であったと考えられる。

しかし，平安時代中期から後期になって，末法思想が

流行し(日本の場合 西暦で言うと 1052年が末法の初

年に当たると考えられた)，そのころから死後の個人的な

救済を説く浄土教，阿弥陀信仰が広まるようになると，

「他己社会Jの日本は「自己社会j へとそのあり方を変

えていく。政治の世界でも，貴族による支配に代わって，

武士の集団が各地で台頭し始める。

時代が鎌倉に移ると 武士は国家支配のシステムとし

て，幕府を構成し，封建主義を確立する。そこでは，支

配者は絶対服従を強制して家臣はそれに応え，両者は強

同な主従関係で結ばれる。しかしそれは.信頼.愛情，

好意，共感といった「人の心を感じるこころ」による人

間関係とはほど遠い 非常にエゴイスティックな動機に

基づくものである。そのため 主人は部下を単なる「道

具JI駒」として扱い，使い捨てにすることを辞さないし，

部下の方としても思賞のためならば命がけで働くが，そ

れが期待できなければ主君を見捨てるのも裏切るのも平

気で，むしろそうするのが当然であるこうした政治状

況の中，仏教は現世利益や個人的救済をさらに強調する

鎌倉仏教が隆盛を誇るようになる。

このあと，室町時代，戦国(安土桃山)時代，江戸時

代と，武士による支配体制がおよそ六百年間にわたって

続き， 日本の自己社会化はますますその傾向を強めてい

く。仏教には，江戸時代になって檀家制度が取り入れら

れ，教えと言うよりも，幕蒋体制を維持する一手段とし

てギ{1:させられるもωに変質してしまったコ

1I.tj:{1:;が|リUfiになって武家社会がiu¥壊し iinlEIを解いて

みると欧米列強では資本主義が急激に発展しており，

そこでの人々はキリスト教という一神教と，その教えで

ある「隣人愛」および、「勤勉・節制・まじめ・質素など

の禁欲的倫理」とを思想的背景として，エネルギッシュ

に活動していた。そして経済力を発展させ，次々と植民

地を拡大していたのである。

明治政府の指導者は 日本を列強に呑み込まれない国

にするために，欧米と同様の思想を持たなければならな

いと考えた。そこで 復古神道を利用することにしたの

である。キリスト教の神にならって 天皇を万世一系の

現人神とした。そしてまた 質素勤勉などの思想でキ

リスト教と共通性のある儒教を 社会の倫理・道徳的支

えとしたのである。こうしたことから，それまで神道と

仏教が神仏習合となっていたのを改める必要が起こり，

1868(明治 1年)には神仏分離令が出されて，それをきっ

かけに廃仏接釈の運動が全国的に広まった。仏教は，公

式的には布教の機会を失い ただ葬式を行うためのも

ののみが残されたと言える。こうして，歴史の変遷につ

れ， 自己肥大のための手段として利用される傾向を強め

てきたとは言え，千年以上にわたって日本人の根本的な

精神のパックボーンとなってきた仏教は，国家の政策と

して消されていくこととなった。

復古神道の制度化と共に 学校教育においては 1890

(明治 23)年に教育勅語が発布された。その中には，

「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信ジJとあり，

ここに示された「孝JI友JI和JI信Jなどの価値は，み

な他己(または自己と他己の統合)に属することがらで

ある。これらを単に表面的な徳目としておくだけでなく，

絶対的な価値として掲げていたのは 国民に対して他己

の尊重を徹底するという 政府の強い意図の表れである。

ただし，その動機は，富国強兵・殖産興業の政策を完遂

させ.列強との軍事・経済競争に打ち勝つという国家エ

ゴイズム，すなわち国家レベルでの自己肥大にあった。

したがって，当時の国民は絶対的な政策によって他己を

強制されたが，国家の枠を超えて，普遍的な愛や真理を

求める(あるいは実現する)という 真の自他統合とは

遠く隔たっていたのである。「和の精神」も，当時の国家

戦略にきわめて都合の良い解釈がなされ，それは国民に

押しつけられて広く浸透していた。

(6) 戦後の宗教否定

敗戦後， 日本の政治体制は根底から改められることに

なった。国家神道は否定されて天皇は単なる象徴的地位

におかれ，民主主義の思想に基づいて，国民主権，平和

主義，基本的人権の尊重，を 3原則とする新しい憲法が

制定された。しかし， 日本にとって不幸であったのは，

そω新志iLT. {他也ιυω)柱似:←ιi〈幹;

オれlたことでで、あるくOJ 

一il
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日本国憲法は，信教の自由について次のように規定し

ている。

第20条 信教の自由は，何人に対してもこれを保障す

る。いかなる宗教団体も 国から特権を受け，又は

政治上の権力を行使してはならない。

② 何人も，宗教上の行為，祝典，儀式又は行事に参

加することを強制されない。

③ 国及びその機関は 宗教教育その他いかなる宗教

的活動もしてはならない。

日本における信教の自由の規定は，国としては宗教を

一切排除するが，信仰を持つか持たないか，または何の

宗教を信仰するかはまったく個人の自由である，とする

ものである。これに対したとえば米国には「国旗宣誓J

の義務があるように キリスト教を信じることは，大多

数の国民や市民にとってほとんど当然の，人間として生

きていく上での大原則と捉えられている。いわば「憲法

として定めるまでもない」ことですらある。米国ほどで

はないにせよ，先進諸国には共通した傾向があり，日本

だ、けが例外的存在となっている。

敗戦と占領期に至って， 日本は仏教も神道も儒教も，

すべて日本人に関わり， 日本人を支えてきた思想という

思想を残らず失うことになった。そのような国民にとっ

て，唯一もつことのできる思想と呼べそうなものは，民

主主義の考え方だけだ、ったのである。民主主義は，必然

的に，精神における自己肥大と他己萎縮をもたらす制度

である。ただ，アメリカの場合は， 日本と違い，自己追

求の民主主義がきわめて重視される一方，それとバラン

スをとる形で，強い信仰心が人々の他己を支えている。

国家による他己の強制から「解放j され， 自己の利益

や権利や自由をほぼ無制限に追求することや，行動の原

理に自己の選好をおくことを強力に勧める民主主義にさ

らされて， 日本人の意識は大きく動揺し，あるいは根底

から覆った。

「和の精神」は，戦後社会にも受け継がれた。この言葉

は，本来，仏の教えという絶対の真理の下で，人々が他

己によって互いに「こころ」を通わせ合い， 自他の統合

によって精神が安定することを指すものであった。しか

し，千年ほどをかけて日本人が次第に自己を肥大させ，

仏教がほとんど自己追求の手段と見なされてくる中で，

「和の精神Jも為政者に都合の良い徳目として利用され

るものに変質してしまったのである。

明治以降，政府は仏教を強く排斥しつつ，古事記・日

本書紀に代表される日本の古代思想、を，皇国史観補強の

ために偏重したので 国体護持のための基本思想として

「平日の精神Jはますます強く叫ばれるようになった。つ

まり和の精神」は，解釈によって，自己肥大の思想や

制度と何ら矛盾するものではないものにされ， しかもそ

れが，争いとは対極にある，きわめて平和的な日本古来

の淳風美俗であると理解されていた。それゆえに，平和

を語い，自己肥大を積極的に肯定する戦後民主主義の社

会に，なんら訂正も反省も加えられないまま引き継がれ

ることになった，と考えられるのである。

自己が肥大すると，必然的に他己が萎縮する。他己は

社会に定位する働きなので これが萎縮した人間は社会

定位ができなくなる。他者への関心が弱まり，常に自己

へと関心が向く。他者が喜んでいるのか悲しんでいるの

か，そうしたことを知ろうとせず，また知りたいとも思

わなくなる。しかしその一方で 他者が自分をどう J思っ

ているのかということが，非常に気になるのである。こ

うした人は，他者とのコミュニケーションがうまくでき

ず，適切な社会的行動がとれにくい。そのため常に不安

にさらされており その不安によってますます他者との

関係が結べないという悪循環に陥ってしまう。他者の期

待や要請が感じられないというのは 他者の言動に鈍感

であるということであるが， このような自分自身の不安

に関わるような言葉には きわめて敏感に反応する。こ

うした傾向は，統合失調症の精神病理として捉えられる

ものであり，したがって終戦から現代に至る日本人は，

多かれ少なかれ統合失調的であると言うことができるの

である(中塚・上松ら， 1996;中塚・小川ら， 2000)。

このような自己肥大，他己萎縮が進むと，他者が自分

を脅かすものとして迫ってくる。他者は，他己によって

こころを通じ合わせることで 自分自身に喜びゃ安定を

もたらしてくれる存在なのであるが 他己が萎縮してし

まうと，まったく逆の「敵」としてしか感じられなくなっ

てしまうのである。また他己は法であり，伝統であ

り，風習であって，それに従うことで，他者定位と同じ

く安心が得られる。しかし他己が萎縮してしまうと，そ

うしたものの価値が分からなくなり ただ自分を束縛し，

侵し，脅かすものとしか思えなくなる。したがって，必

然的に，規範や，倫理や，法律は，無視されたり，敵視

されたりすることになっていく。

このような精神状態の人々が増えていく社会の中で，

仏教という絶対的真理の基盤を欠いた「和の精神」が唱

えられれば，そこでは当然のように，自分自身が相手に

譲ったり，歩み寄ったりして「和」を図るのではなく，

ほとんど一方的に 相手に対して譲歩を求め，相手を屈

服させることをもって問題を解決するようになる。実に

それは，弱肉強食という平日の精神」とは正反対の状況

である。弱肉強食の風潮は，自由競争や，市場原理至上

主義の広がりとして表れている。その結果，富が偏在し，

社会情勢は不安定化している。それは，民主主義制度し

か信じるものがないという 自己のみで他己が萎縮した

社会では，必然の帰結なのである。

-18-



現代日本における規範意識の喪失一自己・他己双対理論による検討一

N. 現代日本における規範意識の再検討

(1 ) 規範に対する非確定性・非限定性

日本人には，伝統的に，法律や，あるいは習慣，約束

事などに関して，非確定性，非限定性をもって良しとす

る傾向があった(川島， 1967)。

これは，対人関係において，協調性や思いやりなどを

最大限に尊重するという意識を基盤にしていたことの表

れである。自己・他己双対理論で言えば， 日本人にはも

ともと他己が豊かだ、ったのである。すべてを建て前どお

りに割り切るのではなく，状況に応じ 人間関係や他者

の都合を考慮、して 柔軟に判断や取り決めを行うことで，

社会の安定が維持されてきた。

日本人が， このような意識を受け継いで来たのは， 日

本の文化が，狭い山麓の稲作地帯を基盤として成立し，

発展してきたという条件によるところが大きいと考えら

れる(中村， 1983)。

また，中村 (1943)によると，日本では，支配者と被

支配者との聞に対立者としての意識が弱かった。両者は

あたかも互いを家族であるかのように感じ，さらには日

本の社会全体が家族の拡大のように見なされて，社会集

団は家族原理を基本として運営されてきた， と述べられ

ている。

しかし，前章で検討したように，歴史的過程を通じて，

日本人には自己肥大，他己萎縮の傾向が進行してきた。

それは，戦後，民主主義を信奉するようになったことで

決定的になっている。その結果，規範を非確定的・非限

定的に捉えることが，個人の利益と選好を追求するため

に手段化されるものになってしまった。他者の都合や立

場への配慮が失われたのである。

また，規範を，自分の利益と選好のためだけに都合よ

く解釈する思考や態度は， 日常的な社会関係から，その

基礎をなす，善悪，真偽，正邪などの，人間にとってよ

り根源的で，存在そのものに関わる規範や倫理にまで及

んでいる。

たとえば， 1990年代の中頃に， 17歳を中心とした少

年による殺人が連鎖的に起きたことがある。この時，多

くの子どもや青少年が「なぜ人を殺してはいけないのか」

という疑問をもっていることが大きな社会問題になった。

詳しくは省略するが 盛んな議論が交わされたものの，

結局，説得的で，かつ教育上意味のある答えが示される

ことはないまま，問題は風化してしまった。これは殺

人をどう捉えるかは つまるところ個人の自由である」

という風潮が， 日本にきわめて強いためと考えられる。

言葉を換えると，規範，すなわち他己を喪失しているの

で，他者の生命にすら無関心になっているということな

のである。

現代の H本人にこうした姿が見られることは， Lipsct 
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(上坂・金重訳， 1999)が述べたところによっても示唆

される。

それによると， 1990年の世界価値観調査の結果の lつ

に，次のようなものがあった。「何が善で何が悪かについ

ては，絶対的に明らかな指針がある。この指針は，だれ

についても，どのような状況であれ，適用されるべきで

ある」と何が善で何が悪かについては，絶対的に明ら

かな指針はありえない。何が善で何が悪かについては，

われわれの時代の状況にすべてかかっている」という 2

つの設問に対し，自分の考えを答えるものである。 Lipset

は，アメリカをはじめ，イギリス・フランス・西ドイツ・

イタリア・スウェーデン・カナダの計7カ国におけるそ

れぞれの回答率を示している。

それによると，アメリカと，ヨーロッパ・カナダとの

聞には，明らかな差が現れている。すなわち，アメリカ

人は絶対的な指針があるJと答えた者の割合が他国よ

り高い (50%)。それに比べて，ヨーロッパ・カナダでは，

「絶対的な指針はなく，善悪は状況による」と答えた者

の方が多かった。そして，注目すべきなのは，数値は紹

介されていないのであるが， Lipsetが本文中で， 日本人

は他よりも状況による」を選ぶ率が高かったと述べて

いることである。

Lipsetがデータを示している 7カ国の中で，高率に「善

悪は状況による」を選択しているのは，スウェーデンの

76%である。日本はこれよりさらに高いというのである

から， 日本人の場合，少なく見ても 8割，場合によって

は9割程度の人々が物事の善悪は，完全に状況によっ

て変わり得る」と考えていることになる。

これらの結果から 次のような点が指摘できょう。ま

ず，あらゆる問題が個人の自由な思考・判断・決定に委

ねられるべきである とする，民主主義的な考え方が，

ヨーロッパ・カナダでは，アメリカ以上に強い。一方，ア

メリカでは，人間を超えた絶対的な規範があると信じる

人が多い。アメリカは 他国以上に，民主主義を世界に

広めることに熱心であるにもかかわらず，である。つま

り，民主主義と，それに反する考え方とが，多くのアメ

リカ人の中で両立している。これは アメリカ人の信仰

心の深さに由来するものと考えられる。そして，国家と

して宗教と信仰を放棄している日本では，絶対的な規範

の存在を否定する人の割合が 先進国中でもっとも高い。

再び視点を戻すと 古い時代，日本人には他己が豊か

であったために，互いが「人の心を感じるこころJによっ

て関係を結べば，建て前を押し立てるまでもなく，社会

の円滑な運営が可能であった。そのような人間関係を概

念的に示し，社会の円滑さを維持するために和の精神」

という考え方が指針とされたのである。

そして，本来手11の精神IJ の根底にあソたのはわ

れかならずしも聖にあらず。かれかならずしも愚にあら
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ぽ ん ぶ たれ

ず。ともにこれ凡夫のみ。是非の理 誰かよく定むべけ
みみがねはし

んや。あいともに賢愚なること 鎮の端なきがごとし。

(十七条憲法第 10条)J (中村 1983) とする，人間の

相対性，有限性の自覚である。

人間は，相対な存在であるという限界をもつために，

社会関係が，堂々巡りや不公平なものに陥る危険性は常

に存在している。そのことを避けるために，聖徳太子は

従うべき絶対的規範として仏教を掲げ，それへの信仰を

定めたのである。何を是とし，何を非とするかは，問題

が生じた状況によって幅があり そのために解決にも複

数の考え方や方法があり得るが，それらはすべて仏教の

説くところに従い，そこから逸脱しないことが大前提で

ある。そうでなければ「何をもってか柾れるを直さん」と

いうことなのである。

かつて，他己社会であった日本は，規範や法を，基本

的に非確定的・非限定的なものとし 人間関係の多くを

その範囲内で結ぶことができていた。実は，仏教という

絶対な教え・真理への信仰が 有形無形のうちに，その

ような社会のあり方を支えていたと考えられるのである。

日本は，戦後に至り，国家としてあらゆる宗教や思想

を放棄した。そのために，圧倒的多数の日本人は，絶対

的な規範を失うこととなった。ただその上で，規範を非

確定的・非限定的なものと考えるそれまでの習慣だけは

引き継いだと言える。絶対的な規範は失われたが，法律

などの相対的な決まり事は膨大に存在し続けた。そして，

自己肥大・他己萎縮が進行すると共に，法律・契約・約

束などを，個人の利益と選好に都合よく解釈し，利用す

る風潮が加速したのである。また 人間にとっては絶対

的な規範が存在するという考え方は，多くの日本人が否

定するところとなった。

これらの結果として，現在，社会崩壊の現象が多発し

ていると考えられるのである。

(2) 絶対的規範の必要性

聖徳太子は，相対で有限な人間が従うべき，絶対的な

よりどころとして 仏教を掲げた。仏教が説くところを

端的に示すことはきわめて困難であるが，世俗の人々が

守るべき戒めとしては， I十善戒」がある。この内容は，

旧約聖書にある「モーゼ、の十戒」に通じるところもあり，
ふせっしょう ふちゅうとう

不殺生(生き物を殺さない)，不倫盗(盗みをしない)， 
ふじゃいん 」、もうご

不邪淫(男女の道を乱さない) 不妄語(うそ偽りを言わ
ふきこ ふあっく

ない)，不締語(ふざけたたわごとを言わない)，不悪口(人
ふりょうぜっ

の悪口を言わない)，不両舌(仲違いをさせるようなこと
ふけんどん

を言わない)，不樫貧(物惜しみしたり食ったりしない)， 
占、しんに ふじゃけん

不願書(怒り憎むことをしない) 不邪見(人間存在の根

本理法について間違った見解をもたない)からなる。

いま，現実社会のあり方を十善戒に照らしてみると，

それらに反したことがあらゆる場面で行われている。根

本的なものを 1つ指摘するならば大多数の日本人が，時

代の状況によって，いつでも善が悪に，悪が善に変わり得

ると考えていることは 不邪見戒に反しているのである。

しかし，現代の日本人が依拠している唯一の思想らし

きものである民主主義は，普遍的で絶対的な真理や規範

の存在を認めない。民主主義では，常に多数意見が採用

されるが，それが善で，真で，正である保証はない。た

とえば十善戒に照らすと悪で 偽で 邪であったとして

も，多数の者がそちらに賛成すれば，それが通っていく

のである。

こうして考えてくると，現代の日本は，世界で最も民

主主義が徹底した固だと言うことができる。そうした社

会で，個人の利害や選好が絡めば，法や規範がないがし

ろにされていくのはむしろ当然である。多くの人は，社

会規範に反したり，法律を破ったりするのが，悪いこと

だという知識を持つてはいる。しかし 現実の行動で葛

藤や矛盾に直面すると 従うべき規範を失っているが故

に，どうすればよいのかが分からなくなってしまう。自

分で考え，自分で判断しなければならないというのが民

主主義の「教えJであるが規範がない状態ではそもそ

も判断ができない。せいぜい参考にするのは，周囲の者

がどうしているか， ということである。多数決原理が支

配する中で生きていくために，善悪，真偽，正邪より，

多数の動向に従って とりあえず身の安全を保障するこ

とに必死にならざるを得なくなる。

ここに， 自己肥大が進み，あらゆることが自己の情動

を満足させるものでなければ我慢できないのに，同時に

他者のことが非常に気になり 自分を客観視できないま

ま周囲に流されていくという 一見するときわめて「非

民主的」な姿があらわになる。

社会規範や法律などの束縛を排除し 自分自身に関す

ることを「自由」に判断・選択・決定できるという生き

方は，人間に幸福や生きる喜びをもたらすと大多数の

日本人は考えており そのことは本論文でも取り上げた

調査結果からも示唆される。しかしながら，そうした意

識と反比例して，現在，特に多くの青少年が低い自己評

価しか持てず，将来を悲観していることを示すデータは

多い。

自己評価に関して， 日本青少年研究所 (2002b)が高

校生を対象に調査したものから その結果を見てみる。

質問項目の一つに「私は他の人々に劣らず価値のある

人間であるJというものがあり それに対する回答率は

「よく当てはまるJ11.0%， Iまあ当てはまるJ26.6%， 

反対に「あまり当てはまらないJ46.3%， I全然当てはま

らないJ15.5%という結果であった。

この調査も日米中の 3カ国比較であり，同じ質問に対

するアメリカの高校生の回答は「よく当てはまるJ60.7%，

「まあ当てはまるJ28.6%， Iあまり当てはまらない」
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6.8%， r全然当てはまらないJ2.9%であった。中国もア

メリカと似た傾向を示しており，日本の高校生における

自己評価の低さが際だ、っているのである。

また，将来に対する意識については，第E章2節でも

取り上げた調査(日本青少年研究所， 2001)の中に，

r21世紀は人類にとって希望に満ちた社会になるだろ

うJという考えをどう思うか，を尋ねた質問がある。

これに対する日本の中高生の回答はとてもそう思

うJ8.3%， rまあそう思うJ25.5%， rあまりそう思わな

いJ46.6%， r全くそう思わないJ15.5%である。

海外での回答は，アメリカで「とてもそう思うJ26.8%， 

「まあそう思うJ59.4%， rあまりそう思わないJ7.5%， 

「全くそう思わないJ4.4%である。韓・仏の回答率も，

日本よりはるかにアメリカのものに近い。ここでも， 日

本の中高生は，異質なほど将来に悲観的である。

このようなことになるのも 多くの日本人に自己肥大

と他己萎縮が極度に進み，精神の安定を保つことができ

なくなったからである。

自己・他己双対理論によって構築された時間論では，

「過去」は他己の未来」は自己の働きとしてもたらさ

れるものであり現在」は両者の統合であるとされる

(中塚・大田ら， 1997;大田・木村ら， 1997)。この時

間論に基づいて考えると，次のようなことが言える。他

己が萎縮すると，時間としての過去が生み出されない。

すると，現在という時間もなくなってしまう。なぜなら，

現在は過去と未来との統合であるのに，過去という，統

合されるべき一方のモーメントが失われるからである。

また，未来も，統合される過去を失って，時間としての

意味をなさないものになってしまう。

そして，過去がなく，現在も存在しないとなると，い

ま生きているということに充実や安定をまったく実感で

きなくなるので，未来に安定を求めようとするごとにな

る。しかし，未来は「未だ来ていなしり世界であり，そ

こには常に不安がつきまとっている。それでもなお安定

を保とうとすると，未来は，ただちに実現されるべきも

のとなる。それは たった今の 一瞬一瞬を，利那的に

満足させるしかない，ということである。いろいろな欲

望が，すぐに満たされなければ気がすまなくなる。そし

て，満たしたとたん，次への渇きが起こってしまうので

ある。ここには，過去と未来の統合としての現在がある

のではなく，脈絡のない「今」が，切れ切れに存在する

だけである。すると 未来への展望や希望がもてなくな

るのは，必然的である。こうしたことが起こるのは，他

己(=過去，あるいは規範，法，伝統など)を喪失して

いるからなのである。

(3) r人の心を感じるこころJを失った司法

さらに‘ 11本は、絶対I'J'Jな(prnや規範を以来し‘コま

り他己を失っているために，法律の適用において「人の

心を感じるこころJがほとんど無くなってしまっている。

そのため，法律によって救われなければならない人が

いても，その人の痛みや悲しみは無視されるのである。

そして，法治国家としての体裁や，当面の社会秩序をと

りあえず保つために 人の心を感じるよりも，法律の一

宇一句にこだわり，条文を金科玉条にする傾向があらわ

になる。法律(または憲法)を超えた規範がないために，法

律だけに固執せざるを得ないのである。

こうした実態に関連して， Reischauer (園弘訳， 1979) 

は， 1973年に，尊属殺人重罰規定が最高裁によって違

憲であるとされた判決を取り上げ今日の日本人は，現

行憲法に規定された個人の権利の前に，あたかもモーゼ

の十戒ででもあるかのように拝脆する」と指摘している。

この裁判については，筆者ら(中塚・小川， 1999) も，

自己・他己双対理論に基づいて詳しく検討しているので

参照されたい。

また， 2000年に発覚した，新潟の女性監禁事件では，

被害者を 9年以上に渡って自宅に監禁した被告に対し，

一審で懲役 14年が言い渡され，二審ではそれが 11年に

減刑された。裁判の経過や，根拠となった刑法の規定に

ついては省略するが，結局被告は，被害者を監禁した 1

日を，懲役の 1日程度で償えばよいと判断されている。

この一連の裁判は社会的に大きな問題となり，賛否が論

じられる中，逮捕監禁致傷罪の法定刑の引き上げや，新

たな罪の創設が議論されることとなった。しかし，問題

の本質は，法律の想定を超えた事態が発生した際， 日本

の司法制度はそれにまったく適切な対処ができない，と

いうところにある。重罰規定や新しい法律を追加すると

いう対症療法では どこまで行ってもきりがない。言い

換えると，規範のない日本では，憲法や法律を金科玉条

にする以上のごとは不可能なのである。

ちなみに，アメリカでは，押し入れに自分の子どもを

数ヶ月監禁した母親が，終身禁固を言い渡されている。

この差は，対症療法のレベルで論じられることではない。

とにかく規定されている通り 四角四面に条文を守る

ことに固執するというのは，一見すると遵法精神の表れ

のようであるが，規範，すなわち他己を喪失した状態に

おいて，人の心を感じることができず，条文しか頼るも

のがないという精神のあり方を反映している。これは，

自己肥大と他己萎縮の表れなのである。

したがって， 日本の司法に問われているのは「人の心

を感じるこころ」という，人間性の根幹である。

v.他己社会への回帰

L( ì~ ì~~主 ωj住民に fl う人々の l'l L!.!J巴ん化と他己芸品市化

は. 111: W- I'J'Jな流れである ftげにの危機的状川を r~'1'Hする
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声は国内外で高まっているが，民主主義制度の影響によ 普遍な真理に従順になる姿勢，すなわち信仰の回復が求

る部分がきわめて大きいことを的確に指摘するものに出 められるのである。

会うことは，まずない。

アメリカは，自国や世界の動向に敏感で，しかもそれ 文 献

らを客観的に理解・評価しようと努力する姿勢をもって

いる。危機感の高さでも， 日本の比ではない。それらの

根本には，多くのアメリカ人が「絶対的に明らかな指針J，

聖書に説かれた普遍的な真理に 謙虚に従おうとし続け

てきたことがある。

しかし，そのアメリカの伝統が， 日本ほど急速ではな

いにせよ，民主主義の進展によって崩れてきている。多

くのアメリカ人は，現在アメリカが直面している最も重

要な問題は何か，という質問に対して倫理，道徳，宗

教，家庭の衰退」と答えている(蓮見， 2002)。そうし

た世論を背景にして，これまで以上に宗教を重視しよう

とする動きも見られる。しかし，それに対抗して，宗教

から脱することを主張する言論もかなり盛んになってい

るのである。

例えば，コミユニタリアニズム(共同体主義)の立場

から，社会秩序と個人の自律とのバランスの重要性を主
ゴールデンルール

張し，それを「善き社会J実現のための新しい黄金律と

して提唱している，社会学者の Etzioni(永安監訳， 2001)

は，コミユニタリアンの考え方が，新たな社会を築くた

めの価値や構想に関する唯一の非宗教的・非権威主義的

な源泉であると述べている。また Etzioniは，善き社会

のための共通善について考える際 宗教的価値は必ずし

もすべての人が共有する必要のない価値の良い例だとし，

善き社会を実現するために最も重要視するのは，対話や

討論である。

しかしそこには，相対的である点で限界がある民主主

義に全幅の信頼を寄せるが故の問題点が，少なからず見

受けられる。それは 第 I章で引用したように，ノーベ

ル経済学賞受賞者として，その発言が世界的に大きな影

響力を持つ Sen(大石訳， 2002)の考え方においても同じ

である。 Etzioniや Senらの主張については，いつか稿

を改めて詳しく検討したい。いずれにせよ，アメリカに

このように新しい思想がいくつも生まれ，激しい論争や

意欲的な試みが不断に続けられていることは事実である。

多くの日本人には アメリカ人が抱くような危機意識

や葛藤はきわめて薄い。半世紀以上かけて進行してきた

自己肥大と他己萎縮が もはやほぼ固定してしまったか

らである。固まってしまった精神構造が解きほぐされる

だけでも，戦後の過程以上の 長い時間がかかるであろ

う。しかし，それを超えて，さらに目指さなければなら

ないのは，かつては実現していた他己社会に，再び回帰

することである。そのためには，百年，千年単位の時が

必要になっていく。そこまでを洞察して，現在の自分た

ち自身のあり方を見直すことには，相対を超えた，絶対
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Loss of Norm Consciousness in Present Japan 
一一 Anexamination by “the theory of dual self ; my-self and other-self"一一

Zenjiro NAKATSUKAネ andAtsushi OGAWA ** 

(Key Words : the norm consciousness， the theory of dual self; my-self and other-self， democracy) 

In present J apan， the collapse phenomenon of the society such as the deterioration of the public peace and the 

increase of suicide， etc. were made a normal state. We particularly focused on the weakening of norm consciousness in 

Japan. And we discussed the fundamental causes and the direction of overcoming it on the basis of “the theory of dual 

self ; my-self and other-self which had formulated as a psychological model by Nakatsuka. By this theory， the 

progress of “my-self hypertrophy" and “other-self atrophy" in many Japanese people had formed the foundation of 

losing the legal and norm consciousness. 

This disposition was particularly conspicuous in the young people and it was contrasted with Americans who 

had the absolute norm consciousness by the Christian faith. 

There had been “the harmony spirit" in J apan. That was the base of consciousness that J apanese people had 

traditionally esteemed the group.“The harmony spirit" was originally a theory that advanced the integration of “my-

self and “other-self" under the doctrines of Buddhism. However， it was interpreted in favor of “my-self hypertrophy" 

in the history. This interpretation had still affected the norm consciousness of Japanese people. 

It was discussed that the losing trend of the norm consciousness and pessimistic feeling to the future both were 

rooted in the losing the belief or religion that formed the marrow of“other-self" . We asserted that in order to overcome 

the modern problems， one should recur to“other-self society" that J apan once was so， from “my-self society" of 

nowadays. 
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